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志免町福祉総合計画策定支援業務委託 

公募型プロポーザル実施要領 

 

１．目的 

本町における福祉分野の総合計画である「第２期志免町福祉総合計画」（令和９年

度から令和１４年度）の策定に当たり、保健福祉分野の専門知識を有し、基礎資料の

収集、現状分析、課題の整理、計画の立案、会議体の運営などの策定業務全般を遂行

する能力及び技術を有する事業者を公募型プロポーサル方式により審査し、選定する

ために必要な事項を定めるものである。 

 

２．業務概要 

(1) 業務名 

志免町福祉総合計画策定支援業務委託 

(2) 業務内容  

別添「志免町福祉総合計画策定支援業務委託仕様書」（以下「仕様書」という。）

のとおり 

(3) 委託期間 

令和７年度契約締結の日から令和９年３月３１日まで 

(4) 委託料上限額（消費税込） 

令和７年度   6,888,000 円 

令和８年度   6,191,000 円 

総     額  13,079,000 円 

※提案に当たっては、年度ごとに上限額の範囲内で委託料を提示すること 

 

３．事務局 

  志免町福祉課高齢者サービス係 

〒811-2292  福岡県糟屋郡志免町志免中央一丁目１番１号 

TEL：092-935-103９（直通）  FAX：092-935-2459 

E-mail：fukushi@town.shime.fukuoka.jp 

 

４．参加資格 

本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる条件をすべて満たすものとする。 

（１）本町の競争入札参加資格を有していること。ただし、当該資格を有していない者

であっても、参加手続時に本町が求める資格審査表を提出し受理された場合は、



2 

 

参加資格を有するものとする。 

（２）プロポーザルの公告の日から契約締結日までに、志免町競争入札参加資格者

指名停止等措置要綱（平成１９年志免町告示第４７号）による指名停止を受けて

いないこと。 

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該

当しないこと。 

（４）福岡県内に本店又は支店その他事業所を有していること。 

（５）令和２年４月１日以降、本業務と同種又は類似業務について契約実績があるこ

と。 

 

５．プロポーザルにかかるスケジュール 

本プロポーザルの実施から契約締結までのスケジュールは次のとおりとする。 

 項目 期日・期間等 

1 公募開始 令和７年７月３日（木） 

２ 参加表明書の受付 令和７年７月３日（木）から７月１５日（火）まで 

３ 参加資格審査結果通知 令和７年７月１８日（金） 

４ 質問の受付 令和７年７月３日（木）から７月１５日（火）まで 

５ 質問に対する回答 令和７年７月１８日（金） 

６ 企画提案書等の受付 令和７年７月２２日（火）から８月８日（金）まで 

７ プレゼンテーション審査 令和７年８月２８日（木） 

８ 
プレゼンテーション審査

結果通知 
令和７年９月５日（金） 

９ 契約締結 令和７年１０月１日（水） 

 

６．参加表明 

 本プロポーザルへの参加希望者は、以下により参加表明手続きを行う。 

（１）提出書類 

① 参加表明書（様式１） 

② 業務実績書（様式２） 
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③ 参加希望者が令和７・８年度志免町競争入札参加資格者でない場合は、資格

審査表（指定様式）に必要書類を添付のうえ提出すること。 

（２）提出期間 

  令和７年７月３日（木）から令和７年７月１５日（火）17 時まで（必着） 

（３）提出方法 

「３．事務局」に記載の電子メールアドレス宛に送付  

（４）参加資格確認結果の通知 

  参加表明手続きを行った事業者に対し、令和７年７月１８日（金）に「公募型プロ

ポーザル参加資格審査結果通知書」を電子メールで送付する。 

（５）参加表明書受理後の辞退 

  （４）の後に本プロポーザルを辞退する場合は、辞退届（様式３）を提出すること。 

 

７．質問及び回答 

 本プロポーザルに関する質問及び回答については、以下のとおりとする。 

（１）提出書類 

質疑書（様式４） 

（２）受付期間 

令和７年７月３日（木）から令和７年７月１５日（火）17 時まで（必着） 

（３）提出方法 

 「３．事務局」に記載の電子メールアドレス宛に送付 

（４）質問に対する回答 

質問及び質問に対する回答は、令和７年７月１８日（金）に前記６（４）「公募型プ

ロポーザル参加資格審査結果通知書」により参加資格要件を満たす者全員に対

して、電子メールで回答する。なお、参加が認められない者への回答は行わない。 

（５）その他 

  ①審査に関わる職員の役職及び氏名等に関する質疑には応じない。 

  ②他の提案者に関する質疑には応じない。 

  ③（２）の受付期間外の質疑には応じない。 

 

８．企画提案 

(1) 提出書類 

① 企画提案書（様式５） 

② 企画書（任意様式、A4 縦サイズ） 
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   仕様書の業務内容を踏まえ、本町の地域共生社会の実現に最適な計画策定を

支援するための企画書を作成すること。 

③ 業務スケジュール（任意様式、Ａ４縦サイズ）  

④ 業務責任者等の実施体制（様式６） 

⑤ 参考見積書（様式７） 

委託業務に係る全ての経費（印刷製本費、郵送料など）を含み、見積金額は  

委託料上限額を超えないこと。 

（２）提出期間 

令和７年７月２２日（火）から令和７年８月８日（金）17 時まで（必着） 

（３）提出方法 

「３．事務局」に記載の電子メールアドレス宛にメールで送付するとともに、紙媒体

で直接又は郵送により提出すること。 

なお、紙媒体については、（１）提出書類①から⑤の順でまとめ、インデックスを付け、  

正本１部、副本（正本の写し）６部を提出すること。 

 

９．プレゼンテーション審査の実施 

企画提案書の内容を補完し、提案内容への質疑を行うため、町職員で構成する審

査委員会を設置し、プレゼンテーション審査（以下「審査」という。）を実施する。 

（１）日時及び場所 

令和７年８月２８日（木）に実施するが、詳細な時間と開催場所については、別途

通知する。 

（２）審査方法 

審査は、質疑応答を含め、１提案者につき３０分以内で実施する。 

なお、プレゼンテーションで使用するプロジェクター、スクリーンについては町で準備

する。 

（３）審査基準 

審査基準は、「志免町福祉総合計画策定支援業務委託審査基準」のとおりとす

る。 

（４）採点対象としない場合 

提出書類に不足等があった場合は減点とし、提出書類に虚偽の記載をした場合、

又は審査に欠席した場合は採点を行わない。 

（５）委託候補者の決定 

  審査の結果、最高点を得た者を委託候補者として決定するものとする。なお、最高
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得点者が２提案者以上になった場合は、見積金額が低い者を委託候補者とする。 

（６）企画提案を行った者が１提案者の場合について 

  審査委員会が企画提案の内容について本実施要領、仕様書等を満たすと判断し

た場合は、その１提案者を委託候補者として決定する。 

（７）結果通知 

提案者全員に「公募型プロポーザル本審査結果通知書」を送付し、契約候補者

として決定した者の名称を通知する。 

 

１０．契約手続 

  仕様書及び委託候補者の企画提案書等の記載事項を基本に協議のうえ、志免町

財務規則に基づき契約を締結する。 

  企画提案書等に記載され、選定で評価した項目については、原則として契約時の仕

様に反映するものとする。ただし、本業務の目的達成のため、必要な範囲において委

託候補者との協議により項目を追加、変更及び削除することがある。また、これにより

見積額を超えない範囲で、契約内容及び契約額等の調整を行うことがある。 

なお、辞退その他の理由で契約ができない場合は、次順位者と契約の交渉を行う。 

 

１１．その他の留意事項 

（１）本プロポーザルに参加するための費用は、すべて参加者の負担とする。 

（２）提出期間終了後の書類の修正及び変更は、これを認めない。 

（３）提出書類に虚偽の記載をした場合は、今後志免町において指名停止措置を行

うことがある。 

（４）提出書類の著作権は提案者に帰属する。ただし、本町が本案件のプロポーザル

に関する報告、公表などのために必要な場合は、提案者の承諾を得ずに提出書類

の内容を無償で使用することがある。 

（５）提出された提案書及び添付書類については、返却しない。 

（６）提案書の提出を辞退しても、これを理由として今後の指名などで不利益な扱い

を受けることはない。 

（７）本プロポーザルに係る情報公開請求があった場合は、志免町情報公開条例に

基づき提出書類を公開することがある。 

（８）審査に対する異議申立てはできないものとする。 


